
環境管理施設に関する学内規則

　岡山大学環境管理施設規程
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和53年7月27日岡山大学規程第27号）

（設　置）

第1条　岡山大学に岡山大学環境管理施設て以下「管理施設」という。）を置く。

（目　的）

第2条　管理施設は，学内の共同利用施設として，本学における教育研究に伴い発生する廃液

　を処理し，もって環境の汚染を防止する、ことを目的とする。

（部　門）

第3条　管理施設に次の部門を置く。

　一　無機廃液部門

　二　有機廃液部門

（組　織）

第4条　管理施設に施設長及びその他必要な職員を置く。

2　施設長は，本学教授のうちから学長が命ずる。

3　施設長は，管鏡施設に関する業務を掌理する。

4　施設長の任期は2年とし，再任を妨げない。

5　職員は，施設長の命を受け，管理施設の業務に従事する。

第5条　第3条各号の部門に部門長を置く。

2　部門長は．施設長を補佐し，部門の業務を処理する。

3　部門の組織その他必要な事項は別に定める。

（運営委員会）

第6条管理施設に管理施設の運営に関する基本的事項を審議するため，岡山大学環境管理施

　設運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。

2　委員会に関する規程は別に定める。

（技術指導員）

第7条　管理施設に廃液の適正な処理を図るため廃液処理技術指導員（以下「技術指導員」と

　いう。）を置く。

2　技術指導員に関する事項は別に定ある。

（利　用）

第8条　管珪施設の利用に関し必要な事項は別に定める。

　　　　　　　　附　　　　則

　この規程は，昭和53年7月27日から施行する。
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　岡山大学環境管理施設運営委員会規程

（趣旨）　　　　　　柵蕪轟1具）
第1条　この規程は，岡山大学環境管理施設規程（昭和53年岡山大学規程第27号）第6条第2

　項の規定に基づき，岡山大学環境管理施設運営委員会（以下「委員会」という。）に関し．

　必要な事項を定めるものとする。

（審議事項）

第2条　委員会は，岡LU大学環境管理施設（以下「管理施設」というQ）の運営の基本方針そ

　他重要な事項を審議する。

（組　織）

第3条　委員会は，次の各号に掲げる委員で組織し，学長が命ずる。

　一　施設長

　二　部門長

　三　管理施設を利用する部局ごとに推薦された教授又は助教授各1人

　四　経理部長及び施設部長

2　前項第3号の委員の任期は2年とし，再任を妨げない。

3　委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。

（委員長）

第4条　委員会に委員長を置き．施設長をもって充てるQ

2　委員長は委員会を招集し．その議長となる。

（委員以外の者の出席）

第5条　委員長が必要と認めるときは，委員以外の者の出席を求め．その意見を聞くことがで

　きる。

（幹　事）

第6条　委員会に幹事を置き．主計課長，企画課長及び施設長の属する部局の事務長をもって

　充てる。

2　幹事は，委員会の会務について委員を補佐する。

（庶　務）

第7条　委員会の庶務は．管理施設において処理する。

（雑　則）

第8条　この規程に定めるもののほか，委員会の議事及び運営については委員会が定める。

　　　　　　　　附　　　　則

　この規程は，昭和53年7月27日から施行する．
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岡山大学環境管理施設部門組織要項
（昭和53年7月27日決裁）

L　この要項は，岡山大学環境管理施設規程（昭和53年岡山大学規程第27号）第5条第3項の

　規定に基づき．岡山大学環境管理施設（以下「管理施設」という。）、の無機廃液部門及び有

機廃液部門（以下「部門」という。）の組織その他必要な事項について定めるものとする。

2．部門の主な業務は，次の各号のとおりとする。

（1）部門の運営計画の立案及び運転に関すること。

②　部門の技術的問題の指導，助言に関すること。

（3）その他部門管理機関及び事務部．技術指導員との連絡調整に関すること。

3，部門に部門長のほか次の職員を置くことができる。

　（1）部門長補佐

　②技術職員

4．部門長は，本学教官のうちから施設長の推薦により1学長が命ずる。

5．部門長補佐は，本学教官のうちから施設長が命ずる。

6．部門長及び部門長補佐の任期は2年冬し，再任を妨げない。

7．部門長補佐は．部門長を補佐し，技術的助言指導を行う。

8．技術職員は．次の業務に従事するQ

　（1）　部門の運転実施計画の立案，運転時の装置の監視及び保守点検，その他部門の業務に必

　要な事項

　②　管理施設の安全円滑なる利用を図るため，利用者に必要な助言指導を行うこと。

9．ζの要項は，昭和53年7月27日から実施する。

　岡山大学環境管理施設廃液処理技術指導員要項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縄雑淘悌1隣改整・

1．　この要項は，岡山大学環境管理施設規程（昭和53年岡山大学規程第27号）第7条第2項の

規定に基づき，岡山大学環境管理施設（以下「管理施設」という。）の次の各部門における廃

液処理技術指導員（以下「技術指導則という。）の業務，養成方法等について定めるものとする。

（1）無機廃液部門

（2）有機廃液部門

2．技術指導員の主な業務は，次の各号のとおりとする。

（1）廃液の搬入及び装置の運転，モニタリングについて利用者の指導に関すること。

（2）所属部局の廃液の量及び質的面の逼確なる把握に関すること。

（3）廃液の分類，貯留について必要な指示と指導に関すること。

（4）処理に最適な廃液ロットの作成指導に関することQ
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（5）所属部局の処理実施計画の作成に関すること。

（6）その他管理施設との連絡調整に関すること。

3．管理施設を利用する部局は．管理施設利用について所定の知識を有する教官等のうちから

廃液の量及び部局の規模等に応じ適当数の技術指導員候補者を選考し，岡山大学環境管理施

設長（以下「施設長」という。）に必要書類を添えて提出するものとする。

4．施設長は，前項の技術指導員候補者に対し，管理施設の利用に必要な知織を教授するため，

第1項に規定する部門別の技術指導講習会（以下「講習会」という。）を開催するものとす

　る。

5．施設長は．前項の講習会を修了した者を，岡山大学環境管理施設運営委員会の議を経て，

　技術指導員として登録するとともに，岡山大学公害防止対策委員会に通知するものとする。

6　この要項は．昭和54年7月27日から実施する。

　岡山大学環境管理施設実行委員会設置要項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鵬渠ll鵜詣了腺改彬

1．岡山大学環境管理施設（以下「管理施設」という。）に管理施設の円滑な運営を図るため．

岡山大学環境管理施設実行委員会（以下「委員会」という。）を置く。

2．委員会は．次に掲げる事項について審議する。

（1）管理施設の運営に関する具体的事項

②　無機及び有機廃液の処理方法に関すること。

（3）その他管理施設を円滑に運営するために必要な事項

3．委員会は，次の各号に掲げる委員で組織する。

（1）施設長

（2）部門長

（3）岡山大学公害防止対策委員会規程第3条第1項第2号の工学部委員

（4）工学部化学系講座所属教官若干名

4
5
6
7
8
9

0
1

1
　1

委員会に委員長を置き．施設長をもって充てる。

委員長は委員会を招集し，その議長となる。

委員長が必要と認める場合は，委員以外の者を出席させることができる。

第3項第4号委員の任期は2年頃し，再任を妨げない。

委員会に幹事を置き，工学部事務長をもって充てる。

幹事は委員会の会務について，委員を補佐する。

委員会の庶務は，工学部の事務部において処理する。

この要項は，昭和53年10月1日から実施する。
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